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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　媒体基材と、
　第１方向及び該第１方向と交差する第２方向に配列されて前記媒体基材に設けられた複
数の単位データ部と、
　を有し、
　前記単位データ部の配列にディジタルコードを形成するためのマークが、一部の前記単
位データ部に設けられており、
　前記マークは前記媒体基材表面に形成される所定の高さを有する凸部であって、当該凸
部の有無に応じて単位データ部に二値のデータのいずれかを付与するものであり、
　前記第１方向に延びる単位データ部列の前記第２方向の並びにおいて、隣り合う二つの
単位データ部列の前記第１方向順列のマークパターンが互いに異なる情報保持媒体。
【請求項２】
　請求項１記載の情報保持媒体であって、
　前記単位データ部列は少なくとも一つの前記マークを含む情報保持媒体。
【請求項３】
　請求項１または２のいずれか一項記載の情報保持媒体であって、
　前記媒体基材に設けられ、前記第２方向に延在する被ガイド部をさらに有する情報保持
媒体。
【請求項４】
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　請求項３記載の情報保持媒体であって、
　前記被ガイド部は溝であり、
　前記単位データ部は前記溝に設けられている情報保持媒体。
【請求項５】
　請求項１又は２記載の情報保持媒体と、
　前記情報保持媒体の前記単位データ部の配列に形成されたディジタルコードを読み取る
情報読取装置と、
　を備え、
　前記情報読取装置は、
　前記情報保持媒体の前記第２方向への相対移動を伴って該情報保持媒体が装着される装
着部と、
　前記装着部に装着された前記情報保持媒体の前記第１方向に平行な方向に配列されて前
記装着部に設けられ、前記情報保持媒体の前記単位データ部に設けられた前記マークを検
出し、検出結果に対応した信号を出力する複数の検出部と、
　複数の前記検出部から同期して出力される複数の信号を一単位とする単位信号に基づい
てデータ列を生成し、前記情報保持媒体の前記単位データ部の配列から順次得られる前記
データ列の群に基づいて前記ディジタルコードを認識する処理部と、
　を有し、
　前記情報読取装置の前記検出部は前記凸部によって押下されるスイッチである情報処理
システム。
【請求項６】
　請求項５記載の情報処理システムであって、
　前記情報保持媒体は、前記媒体基材に設けられ、前記第２方向に延在する被ガイド部を
さらに有しており、
　前記情報読取装置の前記装着部には、前記情報保持媒体の前記被ガイド部に係合して該
情報保持媒体の前記第２方向の相対移動をガイドするガイド部が設けられている情報処理
システム。
【請求項７】
　請求項６記載の情報処理システムであって、
　前記情報保持媒体の前記被ガイド部は溝であり、
　前記情報読取装置の前記ガイド部は、前記装着部に装着された前記情報保持媒体の前記
第２方向に平行な方向に延びる凸条である情報処理システム。
【請求項８】
　請求項５から７のいずれか一項記載の情報処理システムであって、
　前記情報読取装置は、動作部と、前記動作部を動作させるための動作データを前記ディ
ジタルコードに関連付けて記憶した記憶部と、をさらに有しており、
　前記情報読取装置の前記処理部は、認識した前記ディジタルコードに対応する動作デー
タを前記記憶部から読み出して、該読み出した動作データに基づいて前記動作部を動作さ
せる情報処理システム。
【請求項９】
　請求項８記載の情報処理システムであって、
　前記動作部は、音声または発光のうち少なくともいずれかを含む演出を出力可能である
情報処理システム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報保持媒体及び情報処理システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
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　従来、ゲームにおいて利用可能な複数の識別情報を、これに対応する凹凸部として保持
し、ゲーム装置の装着部に装着された際、装着部に設けられたスイッチが凹凸部により押
下されたか否かに基づいて、凹凸の組合せを読み取り、これと対応する識別情報をゲーム
装置に読み取らせる情報保持媒体が知られている（例えば、特許文献１）。
【０００３】
　特許文献１に記載された情報保持媒体における凹凸部は、データ信号部分と同期信号部
分を並列してなり、それぞれ凹部と凸部との組合せにより構成されており、ゲーム装置に
対して情報保持媒体が挿入されると凹凸部における各凸部がスイッチを押下するようにな
っている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－２２１００４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に記載された情報保持媒体の凹凸部における同期信号部分は、データ信号部
分における凸部がスイッチを押下したか否かを特定するタイミングを指示するものに過ぎ
ず、それ自体は何らかの情報を表すものではない。したがって、同期信号部分を無くし、
代わりに第２のデータ信号部分をさらに設けることができれば、凹凸部が表現することが
できる情報の量を増やすことができる。しかし、凸部が連続した場合、先の凸部と後の凸
部の境目の判別は、スイッチがオフになることによってのみ行われることになるので、凹
凸部をスイッチに対して動かす速度を早くすると、先の凸部と後の凸部を１つの凸部とし
て誤認識してしまうおそれがあった。
【０００６】
　本発明は、保持している情報を誤認識されることを比較的少なくすることができる情報
保持媒体及び情報処理システムを提供することを目的の一つとする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係る情報保持媒体は、媒体基材と、第１方向及び該第１方向と交差する第２方
向に配列されて前記媒体基材に設けられた複数の単位データ部と、を有し、前記単位デー
タ部の配列にディジタルコードを形成するためのマークが、一部の前記単位データ部に設
けられており、前記第１方向に延びる単位データ部列の前記第２方向の並びにおいて、隣
り合う二つの単位データ部列の前記第１方向順列のマークパターンが互いに異なることを
特徴とする。
　また、本発明に係る情報保持媒体は、媒体基材と、第１方向及び該第１方向と交差する
第２方向に配列されて前記媒体基材に設けられた複数の単位データ部と、を有し、前記単
位データ部の配列にディジタルコードを形成するためのマークが、一部の前記単位データ
部に設けられており、前記マークは前記媒体基材表面に形成される凸部であり、前記第１
方向に延びる単位データ部列の前記第２方向の並びにおいて、隣り合う二つの単位データ
部列の前記第１方向順列のマークパターンが互いに異なることを特徴とする。
　また、本発明に係る情報保持媒体は、媒体基材と、第１方向及び該第１方向と交差する
第２方向に配列されて前記媒体基材に設けられた複数の単位データ部と、を有し、前記単
位データ部の配列にディジタルコードを形成するためのマークが、一部の前記単位データ
部に設けられており、前記マークは前記媒体基材表面に形成される所定の高さを有する凸
部であって、当該凸部の有無に応じて単位データ部に二値のデータのいずれかを付与する
ものであり、前記第１方向に延びる単位データ部列の前記第２方向の並びにおいて、隣り
合う二つの単位データ部列の前記第１方向順列のマークパターンが互いに異なることを特
徴とする。
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【０００８】
　また、本発明に係る情報保持媒体においては、前記単位データ部列は少なくとも一つの
前記マークを含んでいてもよい。
【０００９】
　また、本発明に係る情報保持媒体は、媒体基材と、第１方向及び該第１方向と交差する
第２方向に配列されて前記媒体基材に設けられた複数の単位データ部と、を有し、前記単
位データ部の配列にディジタルコードを形成するためのマークが、一部の前記単位データ
部に設けられており、前記第１方向に延びる単位データ部列の前記第２方向の並びにおけ
る始端側単位データ部列の前記第１方向順列のマークパターンは、終端側単位データ部列
の前記第１方向順列のマークパターン及び前記第１方向とは反対方向順列のマークパター
ンと異なることを特徴とする。
【００１０】
　また、本発明に係る情報保持媒体においては、前記始端側単位データ部列及び前記終端
側単位データ部列を除く単位データ部列の前記第１方向順列のマークパターンは、前記終
端側単位データ部列の前記第１方向順列のマークパターンと異なっていてもよい。
【００１１】
　また、本発明に係る情報保持媒体においては、前記媒体基材に設けられ、前記第２方向
に延在する被ガイド部をさらに有していてもよい。
【００１２】
　また、本発明に係る情報保持媒体においては、前記被ガイド部は溝であり、前記単位デ
ータ部は前記溝に設けられていてもよい。
【００１３】
　また、本発明に係る情報保持媒体においては、前記マークは前記媒体基材表面に形成さ
れる凸部であってもよい。
【００１４】
　また、本発明に係る情報処理システムは、前記情報保持媒体と、前記情報保持媒体の前
記単位データ部の配列に形成されたディジタルコードを読み取る情報読取装置と、を備え
、前記情報読取装置は、前記情報保持媒体の前記第２方向への相対移動を伴って該情報保
持媒体が装着される装着部と、前記装着部に装着された前記情報保持媒体の前記第１方向
に平行な方向に配列されて前記装着部に設けられ、前記情報保持媒体の前記単位データ部
に設けられた前記マークを検出し、検出結果に対応した信号を出力する複数の検出部と、
複数の前記検出部から同期して出力される複数の信号を一単位とする単位信号に基づいて
データ列を生成し、前記情報保持媒体の前記単位データ部の配列から順次得られる前記デ
ータ列の群に基づいて前記ディジタルコードを認識する処理部と、を有することを特徴と
する。
　また、本発明に係る情報処理システムは、前記情報保持媒体と、前記情報保持媒体の前
記単位データ部の配列に形成されたディジタルコードを読み取る情報読取装置と、を備え
、前記情報読取装置は、前記情報保持媒体の前記第２方向への相対移動を伴って該情報保
持媒体が装着される装着部と、前記装着部に装着された前記情報保持媒体の前記第１方向
に平行な方向に配列されて前記装着部に設けられ、前記情報保持媒体の前記単位データ部
に設けられた前記マークを検出し、検出結果に対応した信号を出力する複数の検出部と、
複数の前記検出部から同期して出力される複数の信号を一単位とする単位信号に基づいて
データ列を生成し、前記情報保持媒体の前記単位データ部の配列から順次得られる前記デ
ータ列の群に基づいて前記ディジタルコードを認識する処理部と、を有し、前記情報読取
装置の前記検出部は前記凸部によって押下されるスイッチであることを特徴とする。
【００１５】
　また、本発明に係る情報処理システムは、前記情報保持媒体と、前記情報保持媒体の前
記単位データ部の配列に形成されたディジタルコードを読み取る情報読取装置と、を備え
、前記情報読取装置は、前記情報保持媒体の前記第２方向への相対移動を伴って該情報保
持媒体が装着される装着部と、前記装着部に装着された前記情報保持媒体の前記第１方向
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に平行な方向に配列されて前記装着部に設けられ、前記情報保持媒体の前記単位データ部
に設けられた前記マークを検出し、検出結果に対応した信号を出力する複数の検出部と、
複数の前記検出部から同期して出力される複数の信号を一単位とする単位信号に基づいて
データ列を生成し、前記情報保持媒体の前記単位データ部の配列から順次得られる前記デ
ータ列の群に基づいて前記ディジタルコードを認識する処理部と、を有しており、前記情
報保持媒体の前記終端側単位データ部列の前記第１方向順列のマークパターンは特定マー
クパターンとされており、前記処理部は、前記特定マークパターンから得られる特定デー
タ列を検出した場合に前記ディジタルコードを認識する処理を実行し、また前記特定マー
クパターンを前記第１方向とは反対方向に反転してなる反転特定マークパターンから得ら
れる反転特定データ列を検出した場合にエラー処理を実行することを特徴とする。
【００１６】
　また、本発明に係る情報処理システムにおいては、前記情報保持媒体は、前記媒体基材
に設けられ、前記第２方向に延在する被ガイド部をさらに有しており、前記情報読取装置
の前記装着部には、前記情報保持媒体の前記被ガイド部に係合して該情報保持媒体の前記
第２方向の相対移動をガイドするガイド部が設けられていてもよい。
【００１７】
　また、本発明に係る情報処理システムにおいては、前記情報保持媒体の前記被ガイド部
は溝であり、前記情報読取装置の前記ガイド部は、前記装着部に装着された前記情報保持
媒体の前記第２方向に平行な方向に延びる凸条であってもよい。
【００１８】
　また、本発明に係る情報処理システムにおいては、前記情報保持媒体の前記マークは前
記媒体基材表面に形成される凸部であり、前記情報読取装置の前記検出部は前記凸部によ
って押下されるスイッチであってもよい。
【００１９】
　また、本発明に係る情報処理システムにおいては、前記情報読取装置は、動作部と、前
記動作部を動作させるための動作データを前記ディジタルコードに関連付けて記憶した記
憶部と、をさらに有しており、前記情報読取装置の前記処理部は、認識した前記ディジタ
ルコードに対応する動作データを前記記憶部から読み出して、該読み出した動作データに
基づいて前記動作部を動作させてもよい。
【００２０】
　また、本発明に係る情報処理システムにおいては、前記動作部は、音声または発光のう
ち少なくともいずれかを含む演出を出力可能としてもよい。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、保持している情報を誤認識されることを比較的少なくすることができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の実施形態を説明するための、情報処理システムの一例の構成を示す図で
ある。
【図２】図１の情報保持媒体の構成を示す図である。
【図３】図２の情報保持媒体の単位データ部の配列に形成されるマークパターンの一例を
示す図である。
【図４】図１の情報読取装置の構成を示す図である。
【図５】図１の情報読取装置の機能ブロックを示す図である。
【図６】図５の情報読取装置によって実行される処理のフローを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　図１は、本発明の実施形態を説明するための、情報処理システムの一例の構成を示す。
【００２４】
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　情報処理システム１は、ディジタルコードが付与された情報保持媒体２と、情報保持媒
体２に付与されたディジタルコードを読み取る情報読取装置３とを備えている。
【００２５】
　情報読取装置３には、情報保持媒体２が装着される装着部４が設けられており、装着部
４は、情報読取装置３の側面に開口した挿入口４ａを有している。情報保持媒体２は、挿
入口４ａを通して装着部４に挿入されて、装着部４に装着される。そして、情報読取装置
３は、装着部４に装着された情報保持媒体２のディジタルコードを読み取る。
【００２６】
　図２は、情報保持媒体２の構成を示す。
【００２７】
　情報保持媒体２は、媒体基材１０と、単位データ部１１の配列とを有している。単位デ
ータ部１１の配列は、ディジタルコードを保持している。なお、図示の例では、媒体基材
１０は略円形の板状の硬質な部材とされているが、その形状や材質は特に制限されるもの
ではない。
【００２８】
　媒体基材１０の裏面１０ａには溝１２が形成されている。溝１２は媒体基材１０の任意
の直径に沿って延びて設けられており、その両端は媒体基材１０の側縁に達している。溝
１２は、情報保持媒体２が情報読取装置３に装着される際に、情報保持媒体２の装着部４
への挿入方向を規定する。
【００２９】
　単位データ部１１の配列は溝１２の底面に設けられており、第１方向及び第１方向と略
直交する第２方向に２次元状に配列されている。単位データ部１１の配列における第２方
向は溝１２の延在方向と同一方向とされている。図示の例では、単位データ部１１は４×
４に配列されているが、第１方向及び第２方向の各方向の単位データ部１１の設置数は特
に制限されるものではない。
【００３０】
　以下、単位データ部１１の配列における第１方向をＸ方向と称し、第２方向をＹ方向と
称する。
【００３１】
　一部の単位データ部１１には、ディジタルコードを形成するためのマーク１３が形成さ
れている。図示の例では、マーク１３は、所定の高さを有する凸部として構成されており
、マーク１３の有無に応じて「１」又は「０」の二値のデータが単位データ部１１にそれ
ぞれ付与され、それにより、単位データ部１１の配列にてディジタルコードが形成される
。
【００３２】
　図３は、単位データ部１１の配列に形成されるマークパターンの一例を示す。なお、図
３（Ａ）は、マーク１３の物理的な配置によってマークパターンを示し、図３（Ｂ）は、
マーク１３の有無を「１」又は「０」の二値のデータに置換してなるディジタルコードに
よってマークパターンを示している。
【００３３】
　Ｘ方向に並ぶ四つの単位データ部１１によって形成される単位データ部列１４ａ，１４
ｂ，１４ｃ，１４ｄの各々は、少なくとも一つのマーク１３を含んで構成されている。
【００３４】
　そして、単位データ部列１４ａ，１４ｂ，１４ｃ，１４ｄのＹ方向の並びにおいて隣り
合う二つの単位データ部列の、Ｘ方向順列のマークパターンは互いに異なっている。例え
ば単位データ部列１４ａのＸ方向順列のマークパターンは「有、無、有、有」であって、
対応するデータ列は「１，０，１，１」であるところ、単位データ部列１４ｂのＸ方向順
列のマークパターンは「無、有、有、無」であって、対応するデータ列は「０，１，１，
０」であり、互いに異なっている。
【００３５】
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　また、単位データ部列１４ａ，１４ｂ，１４ｃ，１４ｄのＹ方向の並びにおける一端側
の単位データ部列１４ｄのＸ方向順列のマークパターンは、複数種のディジタルコードに
共通した特定のマークパターンとされている。この特定マークパターン及び対応するデー
タ列は、単位データ部１１の配列に形成されたディジタルコードの終端を表している。図
示の例では、単位データ部列１４ｄのＸ方向順列のマークパターンは「有、無、有、無」
であって、対応するデータ列は「１，０，１，０」である。
【００３６】
　以下、単位データ部１４ｄを終端側単位データ部列と称し、他端側の単位データ部列１
４ａを始端側単位データ部列と称する。
【００３７】
　そして、始端側単位データ部列１４ａのＸ方向順列のマークパターンは、終端側単位デ
ータ部列１４ｄのＸ方向順列のマークパターン及び－Ｘ方向順列のマークパターンと異な
っている。
【００３８】
　さらに、単位データ部列１４ｂ，１４ｃのＸ方向順列のマークパターンもまた、終端側
単位データ部列１４ｄのＸ方向順列のマークパターン及び－Ｘ方向順列のマークパターン
と異なっている。
【００３９】
　情報保持媒体２は、始端側単位データ部列１４ａを先頭にして情報読取装置３の挿入口
４ａに挿入されて、装着部４に装着される。
【００４０】
　図４は、情報読取装置３の構成を示す。
【００４１】
　情報読取装置３の装着部４には、二本の凸条２０が形成されている。これら二本の凸条
２０は、装着部４に情報保持媒体２が装着された際に単位データ部１１の配列におけるＹ
方向と平行となる方向に延びて設けられており、媒体基材１０に形成された溝１２の両側
面に係合する。それにより、情報保持媒体２の装着部４への挿入方向がＹ方向に規定され
る。
【００４２】
　そして、装着部４には、情報保持媒体２の単位データ部１１の配列に形成されたマーク
１３を検出し、マーク１３の検出結果に応じた信号を出力する検出部２１が設けられてい
る。検出部２１は、一つの単位データ部列を構成する単位データ部１１の個数と同数設け
られており、二本の凸条２０の間で、装着部４に情報保持媒体２が装着された際に単位デ
ータ部１１の配列におけるＸ方向と平行となる方向に配列されている。
【００４３】
　図示の例では、検出部２１は、マーク１３によって押下されるスイッチとして構成され
ている。情報保持媒体２の装着部４への挿入又は装着部４からの抜去に伴いマーク１３が
検出部２１の上を通過すると、検出部２１はマーク１３によって押下され、マーク１３が
通過した後に自動的に浮上する。そして、検出部２１は、押下された際にＨｉｇｈレベル
の信号を出力し、浮上した状態ではＬｏｗレベルの信号を出力する。
【００４４】
　そして、情報保持媒体２の装着部４への挿入又は装着部４からの抜去に伴い、単位デー
タ部列１４ａ，１４ｂ，１４ｃ，１４ｄが検出部２１の列の上を順次通過する。一つの単
位データ部列が検出部２１の列を通過する毎に、検出部２１の群から同期して信号が出力
される。
【００４５】
　図５は、情報読取装置３の機能ブロックを示す。
【００４６】
　情報読取装置３は、検出部２１の群から出力される信号を取得して情報保持媒体２のデ
ィジタルコードを認識し、各種の処理を実行する処理部と、情報読取装置３の各部に電力
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を供給する電源部２２とを有している。そして、処理部は、動作部２３と、記憶部２４と
、制御部２５と、を含んで構成されている。
【００４７】
　動作部２３は、例えば音声又は発光のうち少なくともいずれかを含む演出を出力可能に
構成され、図示の例では、スピーカ２６を含み、音声による演出を出力可能に構成されて
いる。
【００４８】
　記憶部２４は、例えばＲＯＭ（Read Only Memory）やＲＡＭ（Random Access Memory）
などの記憶媒体を含み、制御部２５が実行するプログラムや、情報保持媒体２に付与され
る各種のディジタルコードと動作部２３に出力させる各種の音声データとを関連付けてな
るテーブルなどを記憶している。
【００４９】
　制御部２５は、例えばマイクロプロセッサなどの処理装置を含み、記憶部２４に記憶さ
れたプログラムに従って動作し、情報読取装置３の各部の動作を統括する。
【００５０】
　この制御部２５は、検出部２１の群から同期して出力された信号群を一単位とし、単位
信号群を構成する信号の各々に対して信号に応じたディジタルデータを割り当て、割り当
てたデータを検出部２１のＸ方向順列に従って並べることにより、データ列を生成する。
【００５１】
　本例において、検出部２１は、マーク１３によって押下された際にＨｉｇｈレベルの信
号を出力し、浮上した状態ではＬｏｗレベルの信号を出力するように構成されており、制
御部２５は、検出部２１から出力される信号の信号レベルを判別し、信号レベルがＨｉｇ
ｈレベルである場合に「１」のデータを、またＬｏｗレベルである場合に「０」のデータ
を割り当てるように構成されている。従って、例えば始端側単位データ部列１４ａのＸ方
向順列のマークパターン「有、無、有、有」に対しては「１，０，１，１」のデータ列が
生成される（図３参照）。
【００５２】
　ここで、上記のとおり、単位データ部列１４ａ，１４ｂ，１４ｃ，１４ｄの各々は、少
なくとも一つのマーク１３を含んで構成されており、隣り合う二つの単位データ部列のＸ
方向順列のマークパターンは互いに異なっている。従って、隣り合う二つの単位データ部
列のマークパターンが検出部２１の群によってそれぞれ検出された場合に、隣り合う二つ
の単位データ部列の間で、少なくとも一つは検出部２１から出力される信号が変化するこ
ととなる。
【００５３】
　制御部２５は、少なくとも一つの検出部２１から出力される信号の切り替わりを検出し
、信号が切り替わったタイミングで検出部２１の群から同期して出力された信号を取得し
てデータ列を生成する。それにより、制御部２５は、検出部２１の群から出力される信号
を取得するタイミングを別途指示されることなく、単位データ部列１４ａ，１４ｂ，１４
ｃ，１４ｄの境界を精度良く認識でき、単位データ部列毎のデータ列を生成することがで
きる。
【００５４】
　記憶部２４には、三列分のデータ列の容量を有するメモリ領域が確保され、制御部２５
は、情報保持媒体２の装着部４への挿入に伴って単位データ部列毎に順次得られるデータ
列を、記憶部２４に確保されたメモリ領域に格納する。例えば、始端側単位データ部列１
４ａを先頭にして情報保持媒体２が装着部４に挿入された場合に、単位データ部列１４ａ
，１４ｂ，１４ｃから順次得られる三列分のデータ列が記憶部２４のメモリ領域に格納さ
れる。
【００５５】
　そして、制御部２５は、終端側単位データ部列１４ｄのＸ方向順列の特定マークパター
ン「有、無、有、無」に対応するデータ列「１，０，１，０」を検出した場合に、その時
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点で記憶部２４に格納されているデータ列に基づいてディジタルコードを認識し、認識し
たディジタルコードに応じた処理を実行する。
【００５６】
　以下、上記の特定マークパターン「有、無、有、無」に対応するデータ列「１，０，１
，０」のパターンをエンドデータ列パターンと称し、特定マークパターンの順列を反転さ
せてなるマークパターン「無、有、無、有」を反転特定マークパターンと称し、また反転
特定マークパターンに対応するデータ列「０，１，０，１」のパターンを反転エンドデー
タ列パターンと称する。
【００５７】
　図６は、制御部２５によって実行される処理のフローを示す。
【００５８】
　情報読取装置３の電源がＯＮされると、制御部２５は、三列分のデータ列の容量を有す
るメモリ領域を記憶部２４に確保し、このメモリ領域のデータを消去する（ステップＳ１
）。
【００５９】
　情報保持媒体２の装着部４への挿入又は装着部４からの抜去に伴い、単位データ部列毎
のマークパターンを検出した検出部２１の群から信号が出力される。制御部２５は、検出
部２１の群から出力された信号を取得して、データ列を生成する（ステップＳ２）。
【００６０】
　次に、制御部２５は、データ列が上記の反転エンドデータ列パターンに一致するか否か
を判定する（ステップＳ３）。
【００６１】
　例えば始端側単位データ部列１４ａを先頭にして情報保持媒体２が装着部４に挿入され
た場合に、始端側単位データ部列１４ａのＸ方向順列のマークパターンが検出部２１の群
によって最初に検出されるが、このマークパターンは上記の反転特定マークパターンとは
異なっており、データ列は上記の反転エンドデータ列パターンと異なる。
【００６２】
　これに対し、終端側単位データ部列１４ｄを先頭にして情報保持媒体２が装着部４に挿
入された場合に、終端側単位データ部列１４ｄの－Ｘ方向順列のマークパターンが検出部
２１の群によって最初に検出され、このマークパターンは上記の反転特定マークパターン
に一致しており、データ列は上記の反転エンドデータ列パターンに一致する。
【００６３】
　従って、データ列が上記の反転エンドデータ列パターンに一致する場合に、制御部２５
は、情報保持媒体２が装着部４に逆向きに装着されたものとしてエラー処理を実行し（ス
テップＳ４）、記憶部２４のメモリ領域のデータを消去する（ステップＳ５）。エラー処
理としては、記憶部２４に記憶されているエラーメッセージ等の音声データに基づいて動
作部２３を動作させる処理を例示することができる。
【００６４】
　一方、データ列が上記の反転エンドデータ列パターンに一致しない場合に、制御部２５
は、データ列が上記のエンドデータ列パターンに一致するか否かを判定する（ステップＳ
６）。
【００６５】
　そして、データ列が上記のエンドデータ列パターンに一致しない場合に、制御部２５は
、このデータ列を記憶部２４に確保されたメモリ領域に格納する（ステップＳ７）。
【００６６】
　例えば、始端側単位データ部列１４ａを先頭にして情報保持媒体２が装着部４に挿入さ
れた場合に、単位データ部列１４ａ，１４ｂ，１４ｃの各々のＸ方向順列のマークパター
ンが検出部２１の群によって順次検出されるが、単位データ部列１４ａ，１４ｂ，１４ｃ
の各々のＸ方向順列のマークパターンは、いずれも上記の特定マークパターンと異なって
おり、単位データ部列１４ａ，１４ｂ，１４ｃの各々から得られるデータ列は、いずれも
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上記のエンドデータ列パターンと異なる。従って、単位データ部列１４ａ，１４ｂ，１４
ｃから順次得られるデータ列が記憶部２４のメモリ領域に格納される。
【００６７】
　一方、データ列が上記のエンドデータ列パターンに一致する場合に、制御部２５は、記
憶部２４のメモリ領域が空であるか否かを判定し（ステップＳ８）、メモリ領域が空でな
い場合、即ちメモリ領域にデータ列が格納されている場合に、制御部２５は、続いて、メ
モリ領域に格納されているデータ列に基づいてディジタルコードを認識し（ステップＳ９
）、そのディジタルコードが記憶部２４に記憶されているテーブルに含まれているか否か
に基づいて、ディジタルコードが適正であるか否かを判定する（ステップＳ１０）。
【００６８】
　例えば始端側単位データ部列１４ａを先頭にして情報保持媒体２が装着部４に挿入され
、単位データ部列１４ａ，１４ｂ，１４ｃから順次得られたデータ列が記憶部２４のメモ
リ領域に格納されている場合において、情報保持媒体２の装着部４への装着完了に伴い、
終端側単位データ部列１４ｄから得られたデータ列に上記のエンドデータ列パターンが検
出される。その時点で、記憶部２４のメモリ領域には、単位データ部列１４ａ，１４ｂ，
１４ｃから得られたデータ列が格納されており、これらのデータ列に基づいてディジタル
コードが認識される。このディジタルコードは、情報保持媒体２に付与されるディジタル
コードの一つとして記憶部２４のテーブルに含まれており、適正なものとして判定される
。
【００６９】
　ディジタルコードが適正である場合に、制御部２５は、情報保持媒体２が装着部４に装
着された際の装着時演出処理として、ディジタルコードに関連付けて記憶された音声デー
タを記憶部２４から読み出し、読み出した音声データに基づいて動作部２３を動作させる
演出処理を実行し（ステップＳ１１）、記憶部２４のメモリ領域のデータを消去する（ス
テップＳ１２）。
【００７０】
　一方、認識したディジタルコードが適正でない場合に、制御部２５は、エラー処理を実
行し（ステップＳ１３）、記憶部２４のメモリ領域のデータを消去する（ステップＳ１４
）。
【００７１】
　なお、ディジタルコードが適正でない場合としては、情報保持媒体２が装着部４に挿入
される過程で前後に往復され、単位データ部列１４ａや単位データ部列１４ｂが検出部２
１の群によって複数回検出され、単位データ部列１４ａや単位データ部列１４ｂから得ら
れるデータ列が記憶部２４のメモリ領域に重複して格納されている場合を例示することが
できる。
【００７２】
　情報保持媒体２が装着部４に装着され、上記の装着時演出処理（ステップＳ１１）又は
エラー処理（ステップＳ１３）が実行された後、情報保持媒体２が装着部４から抜去され
た場合に、終端側単位データ部列１４ｄのＸ方向順列のマークパターンが検出部２１の群
によって最初に検出される。終端側単位データ部列１４ｄから得られたデータ列に上記の
エンドデータ列パターンが検出されるが、このとき、記憶部２４のメモリ領域はデータが
消去されて空となっている（ステップＳ１２，Ｓ１４）。
【００７３】
　このように、データ列が上記のエンドデータ列パターンに一致し、且つメモリ領域が空
である場合に、制御部２５は、情報保持媒体２が装着部４から抜去された際の演出処理を
実行し（ステップＳ１５）、記憶部２４のメモリ領域のデータを消去する（ステップＳ１
６）。抜去時演出処理としては、記憶部２４に記憶されている効果音等の音声データに基
づいて動作部２３を動作させる処理を例示することができる。
【００７４】
　なお、上記の抜去時演出処理は、情報保持媒体２が装着部４に装着された状態で情報読
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される。
【００７５】
　上述した情報処理システム１では、マーク１３が所定の高さを有する凸部として構成さ
れ、マーク１３の有無によって情報保持媒体２の単位データ部１１に二値のデータが付与
されているが、単位データ部１１に与えられるデータは二値のデータに限られない。例え
ば高さの異なるマークを用い、マークの有無及びマーク高さによって、単位データ部１１
に三値以上のデータを付与することも可能である。また、マーク１３は特定の物理量に関
して複数の離散値を取り得るものであればよく、例えば反射率の異なる色彩によって単位
データ部１１を着色してマーク１３を構成すること可能である。
【符号の説明】
【００７６】
１     情報処理システム
２     情報保持媒体
３     情報読取装置
４     装着部
１０   媒体基材
１１   単位データ部
１２   溝（被ガイド部）
１３   マーク
１４ａ 始端側単位データ部列
１４ｂ 単位データ部列
１４ｃ 単位データ部列
１４ｄ 終端側単位データ部列
２０   凸条（ガイド部）
２１   検出部
２３   動作部（処理部）
２４   記憶部（処理部）
２５   制御部（処理部）
【要約】
【課題】誤認識を比較的少なくすることができる情報保持媒体及び情報処理システムを提
供する。
【解決手段】情報処理システム１は、情報保持媒体２と情報読取装置３とを備える。情報
保持媒体２は、単位データ部１１の２次元配列を有し、一部の単位データ部１１にはディ
ジタルコードを形成するためのマーク１３が設けられており、Ｙ方向に隣り合う二つの単
位データ部列のＸ方向順列のマークパターンが互いに異なる。情報読取装置３は、マーク
１３を検出する検出部２１の群から同期して出力される複数の信号を一単位とする単位信
号群に基づいてデータ列を生成し、単位データ部１１の配列から順次得られるデータ列の
群に基づいて情報保持媒体２のディジタルコードを認識する。
【選択図】図１
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【図３】 【図４】

【図５】
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